
議案第 69 号 

 

大山町過疎地域持続的発展計画の変更について 

 

過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法（令和３年法律第１９号）

第８条第１０項の規定において準用する同条第１項の規定により、別紙のとお

り大山町過疎地域持続的発展計画を変更することについて、議会の議決を求め

ます。 

 

 

　　令和８年６月３日　提出 

 

大山町長  竹　口　大　紀 

 

 

 

 

 

 



別紙様式２

都道府県名　鳥取県
市町村名　　大山町

(3)計画 (3)計画

(1)

(1)

児童館 町

(8) (8)

過疎地域持続的発展市町村計画（変更）

変更箇所 変　更　後 変　更　前

下田中児童館移設事業

7　子育て環境の
確保、高齢者等
の保健及び福祉
の向上及び増進

持続的発展
施策区分

事業名
（施設名）

事業内容
事業　
主体

備考
持続的発展
施策区分

事業名
（施設名）

事業内容
事業　
主体

備考

6　子育て環境
の確保、高齢
者等の保健及
び福祉の向上
及び増進

児童福祉
施設
保育所

拠点保育園照明LED化改修工事 町
6　子育て環境
の確保、高齢
者等の保健及
び福祉の向上
及び増進

児童福祉
施設
児童館

下田中児童館移設事業 町

過疎地域
持続的発
展特別事
業

児童福祉

家庭保育支援給付金
　家庭で乳幼児を保育する保護者に
対して給付金を支給することによ
り、経済的負担の軽減と乳幼児期に
おける家庭での保育環境の充実を図
り、親子間の愛着形成や乳幼児の健
全な育成に寄与する。

町

過疎地域
持続的発
展特別事
業

児童福祉

家庭保育支援給付金
　家庭で乳幼児を保育する保護者に
対して給付金を支給することによ
り、経済的負担の軽減と乳幼児期に
おける家庭での保育環境の充実を図
り、親子間の愛着形成や乳幼児の健
全な育成に寄与する。

町

高齢者・
障害者福
祉

外出支援サービス事業
　要介護状態にある者または障がい
者等で単独での移動が困難な者で、
一般の交通機関を利用することが困
難な者を対象として、移送用車両に
より利用者の居宅と医療機関との間
を送迎する。

町

高齢者・
障害者福
祉

外出支援サービス事業
　要介護状態にある者または障がい
者等で単独での移動が困難な者で、
一般の交通機関を利用することが困
難な者を対象として、移送用車両に
より利用者の居宅と医療機関との間
を送迎する。

町

訪問サービス事業所支援事業
　高齢者が自宅で安心して訪問介護
サービスを受けられるよう、町内の
訪問介護サービス事業所に対し補助
金を交付し、事業所が継続して運営
できるよう支援を行う。

町

訪問サービス事業所支援事業
　高齢者が自宅で安心して訪問介護
サービスを受けられるよう、町内の
訪問介護サービス事業所に対し補助
金を交付し、事業所が継続して運営
できるよう支援を行う。

町

高齢者補聴器購入費助成事業
　聴力機能の低下により日常生活に
支障がある高齢者に対して補聴器本
体の購入費の一部を助成する。

町

高齢者補聴器購入費助成事業
　聴力機能の低下により日常生活に
支障がある高齢者に対して補聴器本
体の購入費の一部を助成する。

町

ハンドル型電動車いす購入助成事業
　免許返納者に対し、ハンドル型電
動車イスの購入費用の一部を助成す
る。

町

ハンドル型電動車いす購入助成事業
　免許返納者に対し、ハンドル型電
動車イスの購入費用の一部を助成す
る。

町
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変更箇所 変　更　後 変　更　前

(3)計画 (3)計画

8　教育の振興 (1) 8　教育の振興 (1)

町 町

町 町

町
屋内運動場 町 屋内運動場 町

町 町

町 町

町 町

町 町

町 町
屋外運動場 町 屋外運動場 町

町 町

町 町

町 町

町 町

町 町
(3) (3)

図書館 町 図書館 町
(4) (4)

義務教育 義務教育

8　教育の振興

中山中学校トイレ改修事業 中山中学校トイレ改修事業

中山小学校照明設備改修事業 中山小学校照明設備改修事業

大山西小学校電気設備更新事業

大山西小学校体育館防災機能強化事業 大山西小学校体育館防災機能強化事業

大山小学校体育館防災機能強化事業 大山小学校体育館防災機能強化事業

大山中学校体育館防災機能強化事業 大山中学校体育館防災機能強化事業

中山小学校体育館防災機能強化事業 中山小学校体育館防災機能強化事業

中山中学校体育館防災機能強化事業 中山中学校体育館防災機能強化事業

中山中学校武道場照明設備改修事業 中山中学校武道場照明設備改修事業

大山西小学校グラウンド改修事業 大山西小学校グラウンド改修事業

大山西小学校プール更衣室新設事業 大山西小学校プール更衣室新設事業

大山中学校部室棟改築事業 大山中学校部室棟改築事業

名和中学校プール循環ろ過設備更新事業 名和中学校プール循環ろ過設備更新事業

学校給食配送車更新事業 学校給食配送車更新事業

大山町学校給食施設集約化事業 大山町学校給食施設集約化事業

図書館キュービクル等更新工事 図書館キュービクル等更新工事

持続的発展
施策区分

事業名
（施設名）

事業内容
事業　
主体

備考
持続的発展
施策区分

事業名
（施設名）

事業内容
事業　
主体

備考

学校教育
関連施設
校舎

名和中学校技術棟改修事業 町
学校教育
関連施設
校舎

名和中学校技術棟改修事業 町

スクールバ
ス・ボート 通学施設/スクールバス更新事業 町

スクールバ
ス・ボート 通学施設/スクールバス更新事業 町

給食施設 給食施設

集会施設、
体育施設等
体育施設

大山武道館ＬＥＤ化改修工事 町
集会施設、
体育施設等
体育施設

大山武道館ＬＥＤ化改修工事 町

名和農業者トレーニングセンター高圧
ケーブル等更新工事

町
名和農業者トレーニングセンター高圧
ケーブル等更新工事

町

過疎地域持
続的発展特
別事業
幼児教育

保育所外国語活動事業
　町内の保育所に英語講師を派遣し、園
児のコミュニケーション能力を高める。

町

過疎地域持
続的発展特
別事業
幼児教育

保育所外国語活動事業
　町内の保育所に英語講師を派遣し、園
児のコミュニケーション能力を高める。

町

旧大山小学校香取分校体育館解体工事
老朽化した当該施設を解体撤去し、建物
の破損を起因とした事故の予防を図る。

町
旧大山小学校香取分校体育館解体工事
老朽化した当該施設を解体撤去し、建物
の破損を起因とした事故の予防を図る。

町

- 2 -



変更箇所 変　更　後 変　更　前

高等学校 高等学校

少人数学級の実施に関する協力金（小学校）
　国では、３５人学級の少人数学級実施を年次的に
進めている。県では、国の基準を下回る３５人（小
１・２年は３０人）で一学級を編制する少人数学級
編制を実施しており、今後国の基準を上回る編制に
ついても検討をされている。国・県の基準に先行す
るかたちで、全学年での３０人学級を実施する。こ
れにより、県基準編制で増員となる教職員の人件費
（一人あたり２００万円）と町基準編制で増員とな
る教職員の人件費（一人あたり５００万円）の協力
金を県に支払う。

町

少人数学級の実施に関する協力金（小学校）
　国では、３５人学級の少人数学級実施を年次的に
進めている。県では、国の基準を下回る３５人（小
１・２年は３０人）で一学級を編制する少人数学級
編制を実施しており、今後国の基準を上回る編制に
ついても検討をされている。国・県の基準に先行す
るかたちで、全学年での３０人学級を実施する。こ
れにより、県基準編制で増員となる教職員の人件費
（一人あたり２００万円）と町基準編制で増員とな
る教職員の人件費（一人あたり５００万円）の協力
金を県に支払う。

町

少人数学級の実施に関する協力金（中学校）
　国では、中学生は４０人で一学級を編制してい
る。県では、国の基準を下回る３５人（中１年は３
３人）で一学級を編制する少人数学級編制を実施し
ている。国・県の基準に先行するかたちで、全学年
での３０人学級を実施する。これにより、県基準編
制で増員となる教職員の人件費（一人あたり２００
万円）と町基準編制で増員となる教職員の人件費
（一人あたり５００万円）の協力金を県に支払う。

町

少人数学級の実施に関する協力金（中学校）
　国では、中学生は４０人で一学級を編制してい
る。県では、国の基準を下回る３５人（中１年は３
３人）で一学級を編制する少人数学級編制を実施し
ている。国・県の基準に先行するかたちで、全学年
での３０人学級を実施する。これにより、県基準編
制で増員となる教職員の人件費（一人あたり２００
万円）と町基準編制で増員となる教職員の人件費
（一人あたり５００万円）の協力金を県に支払う。

町

高等学校等通学定期乗車券購入補助事業
　定期乗車券により公共交通機関を利用
して高等学校等へ通学する生徒の保護者
に対して、定期乗車券の購入に要する経
費を補助する。

町

高等学校等通学定期乗車券購入補助事業
　定期乗車券により公共交通機関を利用
して高等学校等へ通学する生徒の保護者
に対して、定期乗車券の購入に要する経
費を補助する。

町
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